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第１号
被保険
者 数

介護保険制度の運営にかかる費用
のうち、第１号被保険者負担分
（法定負担割合として約１８％）

☆保険料基準額（年額）がこれまでより１１，０１６円、月額では９１８円の増額となりました
☆第４段階と第５段階との境界となる「前年の合計所得金額」がこれまでの２５０万円から２００万円へと引き下げられ
ました

☆低所得者層への負担軽減措置を拡大。第１・第２段階においては基準額に対する割合がこれまでよりさらに０．１ポ
イントずつ引き下げられました

新旧保険料差額

年額１，０６４円
月額 ８９円

年額３，８１８円
月額 ３１８円

年額１１，０１６円
月額 ９１８円

年額１８，６５７円
月額１，５５５円

年額２３，６３３円
月額１，９７０円

これまでは
基準額×０．５
年額１６，７１０円
月額１，３９３円

基準額×０．７５
年額２５，０６５円
月額２，０８９円

基準額
年額３３，４２０円
月額２，７８５円

基準額×１．２５
年額４１，７７５円
月額３，４８１円

基準額×１．５
年額５０，１３０円
月額４，１７８円

新保険料
基準額×０．４
年額１７，７７４円
月額１，４８１円

基準額×０．６５
年額２８，８８３円
月額２，４０７円

基準額
年額４４，４３６円
月額３，７０３円

基準額×１．３６
年額６０，４３２円
月額５，０３６円

基準額×１．６６
年額７３，７６３円
月額６，１４７円

対 象（満６５歳以上のかたのうち）
・生活保護の受給者
・老齢福祉年金の受給者であって、本人ととも
に世帯全員が市民税非課税のかた

・本人とともに世帯全員が市民税非課税のかた

・世帯のどなたかに市民税が課税されているが、
本人は市民税非課税のかた

・本人に市民税が課税されていて、前年の合計
所得金額が２００万円未満のかた

・本人に市民税が課税されていて、前年の合計
所得金額が２００万円以上のかた

段 階

第 段階

第 段階

第 段階

第 段階

第 段階
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介護保険第１号被保険者 保険料 新旧対照表
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